
 
   

平成 24年７月から開始される、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の概要および 

 「再生可能エネルギー発電促進賦課金」のご負担について、以下のとおりご説明いたします。 
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「再エネ賦課金」と「太陽光発電促進付加金」のご負担について 

●「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」では、再エネ電源で発電される電気の当年度の 

買取に要する費用を、当年度中に、「再エネ賦課金」としてご負担いただく仕組みとなって 

います。 

● なお、平成24年 6月までの｢太陽光発電の余剰電力買取制度」では、前年の買取に要した 

費用を、翌年度に、｢太陽光発電促進付加金｣としてご負担いただく仕組みとなっています。 

● このため、当面の間（平成2７年３月頃までの予定です）、「再エネ賦課金」と｢太陽光発電 

促進付加金」をあわせてご負担いただくこととなります。 

 

補足説明資料 

①   再エネ電源で発電された電気を電気事業者が買い取ります。 

②   買取に要した費用は再エネ賦課金としてお客さまにご負担いただきます。 

③・④ 再エネ賦課金は費用負担調整機関に納付された後、買取実績に応じて交付されます。 

 

 

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の仕組みについて 

① 

② 

③ ④ 

（未定） 



 
 
 
 
 

 

● 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」では、電気を大量に使用される事業所で、国の定め

る要件を満たすお客さまについて、再エネ賦課金を減免する措置が設けられています。 

● 適用を希望される場合は、毎年度、国への認定申請および認定後の当社へのお申し出が必要です。 

 

 

 （減免措置の概要） 

減免の割合 ・平成24年度は再エネ賦課金の８割が減免されます。（年度ごとに設定） 

国の認定要件 

・売上高千円あたりの電力使用量(原単位)が「一定の倍率」を超える事業の 

うち、年間使用量が100万 kWh以上の事業所が対象となります。 

・「一定の倍率」とは、製造業の場合は８倍、非製造業の場合は14倍です。 

 （いずれも、原単位が5.6kWh/千円を超える事業が対象となります。） 

※ 詳しくは、資源エネルギー庁ＨＰ（http://www.enecho.meti.go.jp/saiene）をご覧ください。 

 
 
 
 

● 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度｣の開始に伴い、パワーコンディショナー等、再エネ電

源の発電に必要な設備について、その他の設備（既存のご契約）とは別に電気の需給契約をご契約

いただけるようになりました。 

● これに伴い、当社は、本日、経済産業大臣に対し、「電気供給約款の変更届出」を行いました。 
 
 
  

 

電気を大量に使用される事業所に対する再エネ賦課金の減免について 

全量買取の場合の「需要場所の特例」について 
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